


充電式電池等、使用済みスプレー缶のQ＆A

Q：なぜ分け方や出し方を変更するの？

A: ごみ収集車や廃棄物処理施設等で、リチウム蓄電池等の充電式電池及びその使用製品に衝撃が

加わった際、発火してしまう事故が全国で多発しています。

また、使用済みスプレー缶についても、穴あけによる火災や爆発事故の恐れがあるためです。

Q: 分別した「充電式電池等」はどうなるの？

A: 一部の品目は家電リサイクル事業者にて再資源化しています。それ以外のものも、民間処理施設に

運ばれ、無害化・再生処理されます。

以下のものは、「充電式電池等」には含まれません。

②使用済みスプレー缶・カセットボンベの出し方が変わります

これからは・・・今までは・・・

使い切ってから、穴をあけて

出す。

中身は必ず使い切り、穴はあけずに出して

ください。

※無色透明の（中身の見える）袋に入れて

出してください。

※ほかの「もやせないごみ」や「充電式電池等」とは

袋を分けてください。

※穴あけが不要になることから、鈴鹿市からの穴あけ器の配布は終了します。

※穴があいている場合でも、今までどおり無色透明の（中身の見える）袋に入れていただければ収集します。

表面もあります。

お問い合わせ：廃棄物対策課 TEL：059-382-7609 FAX：059-382-2214

もやせないごみ

●充電式電池を使用していないもの

（乾電池式、コンセント式等）

●乾電池

（コードは50cmくらいに切って、

もやせないごみ

乾電池は ）


